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問題Ⅰ  憲  法 

次の２問とも解答しなさい。（問題の番号を冒頭に明記し、解答用紙は１問につき１枚使

用すること。） 

問１ 

 集会の自由をめぐる最高裁判所の姿勢について、屋内集会と屋外集会のそれぞれについ

て論じなさい。 

問２ 

 「性自認に従った法令上の性別の取扱いを受けるという法的利益」の憲法による保障につ

いて、関連する最高裁判所の判決を踏まえて論じなさい。 

（参考条文） 

日本国憲法 

第13条 

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利につい

ては、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 

第21条 

第1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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問題Ⅱ  行 政 法 

次の２問とも解答しなさい。（問題の番号を冒頭に明記し、解答用紙は１問につき１枚使

用すること。）

問１

 「行政指導」とは，どのようなものか。また，行政の実施過程においてどのような役割を

果たすか。具体例を挙げてわかりやすく説明しなさい。

問２

 行政指導の相手方は，当該行政指導が違法であると考えるときは，どのような手段を用い

て，その行政指導の中止や取消しを求めることができるか。当該手段を用いるための要件を

挙げて具体的に説明しなさい。なお，関連する最高裁判例がある場合は言及すること。
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問題Ⅲ  行 政 学 

次の図は、移動通信システムが、世代を重ねる中で、通信基盤から生活基盤へと進化して

きたことを示している。これを参考に、移動通信システムの発展が、近年、行政サービスや

行政組織のあり方にどのような影響を与えてきたのか。また、Beyond 5G とよばれる時代

に向かって、行政サービスや行政組織は、さらにどのように変化すべきなのか、具体的に論

じなさい。
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問題Ⅳ  公共政策 

次の資料は、近年における世界的な食料需給に関する資料である。これらを参考に、日本

における食料の安定供給に関する課題を示すとともに、それに対して国や地方公共団体が

講じるべき施策を論じなさい。

4



5



6







注意事項 

（１） 問題Ⅰから問題 IV の中から、１つの問題を選択し解答してください。

（２） 解答用紙の記入については、別紙「解答用紙記入上の注意」をよく読んでください。

（３） 問題冊子、解答用紙及び下書用紙には、受験番号だけを書き、氏名は書かないでください。

（４） 問題冊子、解答用紙、下書用紙及び「解答用紙記入上の注意」は、試験室から持ち出さない

でください。

（５） 受験票は机の上においてください。

（６） 受験票と筆記用具、時計以外のものは机の上に出さないでください。

（７） スマートフォン、携帯電話、タブレット等の電子機器の電源を切り、かばんの中にしまってくだ

さい。

（８） 時計等についているアラーム機能、計算機能、翻訳機能、その他時計以外の機能をＯＦＦに

してください。

（９） 試験中に体調不良または手洗所に行く等の理由で試験室から一時退室しようとする場合

は、監督員に申し出てください。

（１０） 不正行為を行った者または監督員の指示に従わなかった者は、失格とします。




